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特定地域指定後における供給輸送力削減の流れ
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※特定地域指定から２年経過（指定解除の検討対象となる）

（※）事業者計画の認可申請が早期に提出されれば実施時期も早まります！！

（例示） 平成30年２月に事業者計画が提出された場合、平成30年５月に認可、平成30年11月が供給輸送力削減
の実施期限となります。（平成30年内に実施も可能に！）
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